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１ 新型コロナウイルス感染症対策業務継続計画（ＢＣＰ）の基本的事項 

 

１－１ 新型コロナウイルス感染症の状況と計画の目的 

 新型コロナウイルス感染症については，日本国内で令和２年１月１６日に初めて感染者が確認されて

以降，全国的に感染拡大が報告され、その後緊急事態宣言が鳥取県を含む全都道府県に発出された。同年

5 月 14 日に鳥取県では緊急事態宣言が解除されたところであるが、依然感染経路が判明しない感染例や、

クラスター発生による多数の患者が確認されるなどの事例が全国で発生しており、今後も甚大な影響を

及ぼす恐れがある。 

本計画は、非常時にも迅速な対応が図れる体制を構築し、圏域住民の生活を支える本組合の業務を継続

することを目的として、新型コロナウイルス感染症に関する科学的な知見や平成 28 年度に策定された新

型インフルエンザ等対策ＢＣＰの検証等を踏まえ、新たに「新型コロナウイルス対策ＢＣＰ」として策定

するものである。 

なお、本計画については、最新の科学的な知見を反映することや継続的な検証等を通じ、適宜計画の変

更を行うものとする。 

 

１－２ 新型コロナウイルス感染症対策ＢＣＰの基本的方針 

【方針１】圏域内住民の生活を維持するために必要な業務を継続する 

本組合の事業は、不燃物処理業務や火葬業務など圏域内住民の生活を支える重要なサービスであるこ

とを念頭に、流行時においてもその事業を着実に継続する。 

【方針２】住民等の安全確保及び事業継続のために必要な措置に努める 

各施設において必要な対策を講じ、住民、関係事業者等及び職員とその家族の感染の防止並びに安全確

保に努める。 

 

１－３ 想定する被害状況                   

 想定する被害状況は下表のとおりである。 

想定被害 被害想定 出典 

欠勤率 最大 40％ 環境省「新型インフルエンザ・新型コロナウイ

ルス等の感染症の発生時における廃棄物処理

事業継続計画作成例」 欠勤期間 14日間程度（2週間） 

本組合で想定される 

被害 

本感染症が組合の所管施設で発生した場合、各施設に配置された職員全

員が出勤不能となる可能性も想定する 

委託事業者等における

被害 

本組合の事業は、業務委託等により民間事業者に委託している業務が多

くあり、委託業務等の代替体制も確認する 

-1-



１－４ 発生状況による対応事項 

感染症の発生状況に応じた初期対応事項については、下表のとおり対応する。 

（ＢＣＰ発動段階については、「3 ＢＣＰの発動手順について」及び「6 ＢＣＰ発動時の対応手順に

ついて」を参照） 

 

状況 

対応 

各所属 

（
１
）
国
内
に
お
い
て
り
患
者
が
確

認
さ
れ
た
場
合 

・関係省庁等からの情報収集と当該情報を総務課人事給与担当（対策本部事務局）へ

報告 

・基本的な感染予防措置の実施（マスクの着用、共用部の消毒の実施、換気他） 

・備蓄物資の確認、確保 

・応援職員、関連業者及び委託業者等の代替体制の確認 

・業務手順書等の確認 

[火葬業務] 

・施設利用者リストの作成 

（
２
）
鳥
取
県
で
り
患
者
が
確
認
さ
れ
た
場

合 

・応援職員の事前研修の実施 

・各施設の感染予防措置を強化・検討 

[不燃物処理業務] 

 ・ごみ貯留ピットの減容 

 ・個人搬入の制限の検討 

[火葬業務] 

 ・来場者の利用制限の検討、調整（来場人数制限、施設内での飲食制限） 

[介護・障害認定審査業務] 

 ・臨時的な取扱い（書面審査）の実施方法等の確認 

 ・臨時的な取扱い（書面審査）の開始時期等の審査会会長との確認、調整 

（
３
）
圏
域
内
で
り
患
者
が
確
認
さ

れ
た
場
合 

・ＢＣＰの発動手順の確認（机上訓練） 

・各施設の感染予防措置を強化・検討 

[火葬業務] 

 ・来場者の利用制限の実施（来場人数制限、施設内での飲食制限） 

[介護・障害認定審査業務] 

 ・臨時的な取扱い（書面審査）の開始 

 ・審査会委員及び構成市町村担当課への臨時的な取扱い（書面審査）の周知 
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２ 非常時の意思決定体制 

 

２―１ 非常時の意思決定体制 

各所属又は各施設において、感染者、濃厚接触者、子供の保育及び家族の看護等により職員（会計年度

任用職員等を含む。）の著しい不足が見込まれる場合（以下「非常時」）、以下の意思決定体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２―２ 対策本部の権限及びその委譲 

（１）権限 

非常時は、管理者を本部長とする対策本部を設置し、ＢＣＰの発動方針の決定を行う。 

ただし、構成市町村の感染状況等を踏まえ、対策本部会議を経ることなく本部長（管理者）が意思決

定する。 

（２）委譲 

本部長が不在等の場合は、次の権限移譲順位により応急対応を行う。 

  【管理者の権限移譲順位】  

   第１位 副管理者（米子市副市長） 

   第２位 事務局長 

（３）対策本部の役割 

 ①ＢＣＰの発動・停止  

②業務の休止・再開の指示  

 ③その他対策本部長の指示する事項 

【対策本部】 

本部長：管理者（米子市長） 

副本部長：副管理者 

[対策本部事務局] 

・対策事務局長：事務局長 

（代理者：総務課長） 

・総務課人事給与担当 

環
境
資
源
課 

（図：非常時の意思決定体制のイメージ） 

施
設
工
事
課 

総
務
課 

会
計
室 
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３ ＢＣＰの発動手順 

３―1 ＢＣＰ発動の基本的な手順 

（１）基本的なＢＣＰの発動手順 

・各課等は、職員又は委託業者等がＰＣＲ検査を受診することが判明したとき、事前消毒を開始する。 

・各課等は、職員又は委託業者等の陽性が判明したとき、当該陽性が判明した者及び職員の状況並びにＢ

ＣＰに基づく対応方針を対策本部事務局（総務課）に報告する。 

・対策本部事務局は、各課等の対応方針等を集約し、対策本部へ報告する。 

・対策本部は、組合の全体的な感染状況等を勘案して、ＢＣＰの発動を決定する。 

・対策本部事務局は、ＢＣＰに基づく対応を各課等に対して伝達するとともに、必要人員を配分する。 

（図：基本的なＢＣＰ発動手順のイメージ） 

 各所属 対策本部 

概
ね1
時
間
以
内 

  

・保健所の指導の下、消毒実施 

・ＢＣＰに基づく対応方針の報告 

・消毒中の対応方針の報告（受入制限等） 

ＰＣＲ検査受診の判明 

状況報告 

[対策本部事務局（総務課）] 

・出勤可能職員の把握 

・消毒体制の構築 

（人員、物資の手配） 

検査陽性の判明 

消毒指示 

事前消毒着手 

【対策本部】 

⑴本部長：管理者（米子市長） 

⑵副本部長：副管理者 

▲ 報告 

[対策本部事務局（総務課）] 

・対応方針の報告 

・情報収集 

報告 

ＢＣＰ発動の伝達 ・ＢＣＰによる業務の実施 

・ＢＣＰ発動の周知 

（構成市町村担当課、委託業者等） 

・消毒中の対応の周知 

【議会事務局】 

・組合議員への情報提供 

[対策本部事務局（総務課）] 

・構成市町村広域担当課への情報提供 

・住民への情報提供（組合ＨＰ） 

ＢＣＰ発動の決定 
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（２）基本的なＢＣＰの発動手順に係る関係機関等の連絡先 

 

① 消毒に関すること 

団体名 電話番号 

鳥取県西部総合事務所福祉保健局 米子保健所 0859-31-9315 

鳥取県ペストコントロール協会 0859-32-5006サンクリーン（株）内 

 

 

② 構成市町村等への情報提供先 

市町村名 部・課名 電話番号 FAX番号 

米子市  総合政策部総合政策課 0859-23-5351 0859-23-5392 

境港市  総務部地域振興課 0859-47-1024 0859-44-3001 

日吉津村  総務課 0859-27-5950 0859-27-0903 

大山町  総務課 0859-54-5201 0859-54-2702 

南部町  総務課 0859-66-3112 0859-66-4806 

伯耆町  総務課 0859-68-3111 0859-68-3866 

日南町  企画課 0859-82-1115 0859-82-1478 

日野町  企画政策課 0859-72-0332 0859-72-1484 

江府町  総務課 0859-75-2211 0859-75-2389 

米子市秘書広報課 0859-22-5042   

米子市議会事務局 0859-23-5522   

西部町村会 0859-22-2049   
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３－２ 職員の感染が疑われる場合等の対応 

 

（１）報告を要する状況 

   職員及び各所属長は次の事項に該当する場合は、速やかに対策本部事務局に報告する。 

  ア 職員又は委託業者職員等が感染したとき 

  イ 職員の家族等が感染したとき 

  ウ 感染者と濃厚接触したとき 

  エ 職員またはその家族等に対する、知事からの感染症法に基づく外出自粛要請等を受けたとき 

  オ 職員又は委託業者職員等が相談センターに相談の上医療機関を受診する又はＰＣＲ検査を受け

るとき 

（２）職員の役割 

・職員は、上記の（１）-ア～オの状況がある場合、所属長に連絡すること。 

・相談の目安の症状に該当する場合は、西部地区発熱・帰国者・接触者相談センターに相談し、所 

属長に報告し、感染の有無がわかるまで自宅等で様子を見ること。 

 

 

 

 

（３）所属長の役割 

  ・所属長は、所属職員等から上記の連絡を受けた場合は、速やかに対策本部事務局へ報告すること。 

・職員が新型コロナウイルス感染症に感染し、保健所より濃厚接触者に関する調査協力要請があっ

た場合は、所属長を中心に各課が窓口となり対応を行う。（対応が困難な場合▷対策本部事務局） 

（４）対策本部事務局の役割 

  ・各課等の情報を集約し、適宜対策本部へ報告する。 

  ・各課等が保健所の調査等への対応が困難な場合は、対策本部事務局が対応窓口となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 西部地区発熱・帰国者・接触者相談センター（米子保健所内） 

電話：０８５９－３１－００２９、０８５９－３１－９３１７ 

   （２４時間対応（土日、祝日を含む）） 

ファクシミリ０８５９－３４－１３９２ 

▶ 

症 
状 
な 
し 

相談・受診の目安に該当 
〔風邪の症状が続く] 

症 
状 
あ 
り 

受 
診 
不 
要 

①職員等が感染 

   

発 
熱 
相 
談 
セ 
ン 
タ 
ー 

受 
診 

②感染者との濃厚接触 

   

③職員又は親族に対する知事 
からの外出自粛要請 

   

⑤自宅療養 

⑥入院治療 

④医療機関の受

診又はＰＣＲ検

査を受けるとき 

感 
染 

感 
染 
な 
し 

▶ 

▶ ▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 
▶ 

▶ 

▶ 

報告を要する場合 
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３－３ 広報及び情報収集体制 

 新型コロナウイルス感染症に関する情報の区分ごとの広報及び情報収集体制についての基本的な取扱

いは、次のとおりとする。 

（表：情報区分及び連絡体制） 

情報区分 実施主体 内容 

（１）対策本部におけ

る決定事項 

対策本部事務局 

① 各課等への決定事項の伝達 

② 構成市町村広域担当課への情報連絡 

③ 組合議員への情報連絡 

④ 報道機関等への情報連絡 

各所属 

① 構成市町村担当課への情報連絡 

② 指定管理者、委託事業者等への情報連絡 

（２）関係機関等から

の事務連絡等 

各所属 

▼ 

対策本部事務局 

・ 関係省庁、県等からの新型コロナウイルスに関する

通知又は連絡を受けた各課等は、対策本部事務局に情

報提供するものとする。 

・対策本部事務局は、必要に応じて対策本部へ報告又は

各所属等を通じて職員に伝達する。 

（３）関係機関等への

通知、回答又は連絡事

項等 

各所属 

▼ 

対策本部事務局 

・新型コロナウイルスに関し各課等が作成した通知等

は、対策本部事務局に情報提供する。 

・関係省庁、県等への新型コロナウイルスに関する回答

又は連絡は各課等で行うとともに対策本部事務局に情

報提供する。 

・ 対策本部事務局は、必要に応じて対策本部へ報告又

は各課等を通じて職員に伝達する。 

（４）各職員への情報

伝達等 

対策本部事務局 

▼ 

各所属 

新型コロナウイルスに関する対策本部の決定事項等

は、緊急連絡網を活用するとともに、庁内ＬＡＮ掲示板

等を通じ、職員との情報共有を迅速に行う。 
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４ 非常時継続業務  

新型コロナウイルス感染症が職場内等で発生した場合は、住民生活に不可欠な業務を継続するため、次

の継続業務の選定基準により業務を区分し、非常時においても継続が不可欠な業務を（以下「非常時継続

業務」という。）明確にする。 

 

４―1 非常時継続業務一覧 

 非常時継続業務は、次の選定基準により区分する。 

（表：非常時継続業務の選定基準） 

業務名 業務内容 業務実施区分 

非
常
時
対
応
業
務 

S：非常時対応業務 
非常時、新規に発生した業務又は強

化する業務 

 

通 

常 

業 

務 

A：継続業務 

非常時、住民の生命を守り、住民生

活を維持するために、継続が不可欠

な業務 

通 

常 

業 

務 
B：縮小業務 縮小して実施する業務 

 

C：休止業務 休止（延期）する業務、又は休止す

ることが適切な業務 

※「A：継続業務」のうち、法令に基づき実施している業務は、国や県から申請・処理の延長の方針が示

された場合には、その方針に基づき実施する。 

 

 

 

〇欠勤率が概ね

40％以上でも継続

する業務 

〇欠勤率が概ね

40％以上で縮小又

は休止等する業務 

-8-



（１） [優先順位：Ｓ] 非常時対応業務：非常時、新規に発生した業務又は強化する業務 

 

（２）[優先順位：A] 通常業務：平常時から行っている業務で非常時においても継続が不可欠な業務 

 

 

業務名 所管課等 

【共通】所属出勤可能職員の確認 共通 

【共通】保守・委託業者との連絡調整 共通 

【共通】関係市町村担当課との連絡調整 共通 

【共通】業務継続に係る随意契約事務 共通 

【共通】非常時における職員の労務管理 共通 

【共通】住民及び関係機関等への情報提供 共通 

【総務】事務局内の連絡調整 人事給与担当 

【総務】職員の再配置に係る業務分担調整に関すること 人事給与担当 

【総務】庁舎代替施設の確保または庁舎事務室の復旧 人事給与担当 

【総務】業務継続に係る補正予算編成事務 入札財政担当 

業務名 所管課等 

【総務】介護認定審査業務 総務課 認定審査担当 

【総務】障害認定審査業務 総務課 認定審査担当 

【総務】正副管理者会議等関連業務 総務課 企画情報担当 

【会計室】会計業務 会計室 

【議会】議会関連業務 議会担当 

【環境】不燃物処理業務 環境資源課 

【環境】最終処分業務 環境資源課 

【施設】火葬業務 施設工事課 

【施設】し尿処理業務 施設工事課 
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５ 非常時の業務継続体制の確保 

  り患状況に応じて非常時継続業務を遂行する体制（以下「業務継続体制」という。）を構築する。 

 

５－１ 非常時継続業務の業務継続体制の構築の基本的な考え方 

（表：業務継続体制の構築の基本的な考え方） 

想定被害 業務区分 考え方 

職員又は委託業者等

が出勤不能 

：欠勤期間 2週間 

直営業務 

・組織内代替体制の構築（課内及び課間の応援体制） 

 ：各業務の代替職員を中心として業務を遂行する 

・業務継続不能時の代替策の検討 

委託業務 
・委託業者等の応援体制の確認 

・委託業者等の継続不能時の代替策の検討 

 

 

５－２ 業務継続体制の確保 

業務継続体制の構築にあたっては、想定被害状況(レベル 1～3)に応じて、それぞれ構築する。 

（表：業務継続体制の各対応段階） 

業務項目 レベル 1 レベル 2 レベル 3 

直営業務 
課内応援体制 

（課内り患率～40％） 

課間応援体制 

（所管課対応不能時） 

その他対応体制 

（組織内対応不能時等） 

委託業務 
社内応援体制 

（社内り患者発生時） 

関連会社等を含めた応

援体制 
その他対応体制 
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